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非化石価値取引制度見直しの方向性

 「需要家がアクセスできる環境整備」の実現に向けて、①FIT証書価格の引下げ、
②需要家による直接購入の解禁、③RE100活用可能量の増加※を図る。

※RE100へ活用するためには、発電所の位置情報等のトラッキングが行われている必要あり。

需要家の声を踏まえた見直しの方向性

①FIT証書価格が高い
1.3円/kWh ⇒ 大幅に引下げ（詳細は今後検討）

②直接購入できない
小売電気事業者のみ ⇒ 需要家に解禁

③RE100活用可能量が少ない
トラッキング実証中（約10億kWh） ⇒ トラッキングを大幅に拡充
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【参考】非化石証書制度の検討状況

 現状、FIT証書については、同意を得たトラッキング付きの証書は僅かであるが、こうした
状況を改善するため、FIT証書について、そもそも同意取得を不要とする方向で検討し
ており、2021年度中にほぼ全量のトラッキング実施を目指す。

 また、非FIT証書については、本年8月から開始する実証において、発電事業者による自
主的な電源情報の登録を求める。非FIT証書のトラッキングについては、2022年度中に
相当量のトラッキング実施を目指す。また、全量トラッキング可能となるよう、制度的措
置についても検討する。

FIT証書

非FIT証書
(再エネ指定あり)

非FIT証書
(再エネ指定なし)

大規模水力、
卒FIT電源等

原子力等

2020年度分
発電量見込み

約900億kWh/年
※うちトラッキング付きは約10億kWh

約900億kWh/年
※2021年度からトラッキング実証開始

約300億kWh/年

2021年度から
ほぼ全量

トラッキング予定

2022年度には
相当量
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